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2 ページ 

「6 打合せ」 

文中 

 本事業推進のため、受託者は委託者との打合せを 10

回程度行い、打合せ報告書を受託者へ提出すること。 

 本事業推進のため、受託者は委託者との打合せを 10

回程度行い、打合せ報告書を委託者へ提出すること。 

 


